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ー
『
権
記
』
に
み
る
出
家
へ
の
軌
跡
1

槙　
野
　
廣
　
造

は
　
じ
　
め
　
に

　

『

源
兼
澄集
』
に
「
む
め
が
え
は
い
つ
れ
の
は
る
か
さ
か
ざ
ら
ん
と
お
も
ふ
か
ら
に
ぞ
ち
よ
は
し
ら
る
る
」
と
み
え
る
歌
は
、
　
「
入
道

中
納
言
の
御
子
の
入
道
中
将
の
む
ま
れ
た
ま
へ
り
し
七
日
夜
、
む
め
の
花
を
折
り
て
、
か
ざ
し
に
さ
し
た
ま
ひ
て
、
こ
の
こ
こ
ろ
を
よ
め
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1

と
中
納
言
の
の
給
し
に
」
と
い
う
詞
書
が
付
い
て
い
る
（
『
新
編
国
歌
大
観
』
源
兼
澄
集
3
9
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
「

入

道中
将
」
〔
藤
原
成
房
〕
の
御
七
夜
に
、
父
の
「
入
道
中
納
言
」
〔
藤
原
義
懐
〕
は
、
折
か
ら
咲
き
薫
る
梅
の
一
枝
を
折
取
っ
て
挿

頭
と
し
、
出
生
の
喜
び
と
わ
が
子
の
将
来
を
願
っ
て
、
す
で
に
歌
人
と
し
て
の
栄
誉
を
得
て
い
た
源
兼
澄
に
、
一
首
の
詠
を
求
め
た
の
で

あ
る
。　時

に
義
懐
は
正
五
位
下
右
少
将
春
宮
亮
で
、
昇
殿
・
禁
色
を
聴
さ
れ
て
い
る
身
で
あ
っ
た
。
義
懐
は
す
で
に
摂
政
太
政
大
臣
で
あ
っ
た

父藤
原
伊
サ
を
亡
く
し
、
ま
た
、
挙
賢
・
義
孝
の
兄
二
人
を
同
日
に
失
う
と
い
う
悲
し
い
め
に
も
遭
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
『
大

鏡
』
伊
サ
伝
は
二
条
殿
の
御
族
は
、
い
か
な
る
こ
と
に
か
、
御
命
短
く
そ
お
は
し
ま
す
め
る
L
と
記
し
て
お
り
、
　
『
小
右
記
』
も
後
日

の

記事
で
は
あ
る
が
「
彼
一
条
太
相
府
子
孫
連
々
死
去
〔
中
略
〕
天
下
所
奇
思
也
」
　
（
寛
和
元
・
6
・
3
条
）
と
書
い
て
い
る
ほ
ど
で
あ
り
、

天
元
四年
の
暮
に
予
定
さ
れ
て
い
た
東
宮
師
貞
親
王
〔
花
山
天
皇
〕
の
御
元
服
が
延
引
（
『
小
記
目
録
』
天
元
4
．
1
2
．
9
条
）
し
た
の
は
伊

藤

原

成
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考
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サ女
の
死
亡
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
折
に
、
男
子
の
出
生
を
得
て
、
義
懐
の
喜
び
は
頽
郁
た
る
梅
の
芳
香
に
劣
る
も
の
で
は

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
天
元
五
年
（
九
八
二
）
の
早
春
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

幼
　
童
　
時
　
代

　
『権
記
』
（
長
保
4
・
2
・
3
条
）
の
記
す
と
こ
ろ
か
ら
逆
算
す
る
と
、
成
房
は
天
元
五
年
梅
の
咲
く
春
の
生
ま
れ
と
な
る
。
義
懐
の
三

男
で
あ
っ
た
（
『
権
記
』
同
条
。
『
栄
花
物
語
』
巻
四
勘
物
）
。
母
は
備
中
守
藤
原
為
雅
女
（
『
尊
卑
分
脈
』
伊
サ
流
。
『
権
記
』
同
条
。
『
栄
花
』
勘

物
。
『
大
鏡
』
伊
サ
伝
。
）
で
あ
る
。
一
条
摂
政
伊
テ
の
孫
に
あ
た
り
、
　
「
御
命
短
」
か
き
「
御
族
」
の
宿
縁
を
荷
う
成
房
で
あ
っ
た
。

　
義懐
の
姉
で
あ
る
懐
子
が
冷
泉
天
皇
の
女
御
と
な
り
、
花
山
天
皇
の
御
生
母
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
義
懐
は
花
山
天
皇
の
外

舅
に
あ
た
り
、
御
即
位
後
は
実
質
上
の
輔
佐
役
を
つ
と
め
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
天
皇
の
御
在
位
は
短
か
く
、
ま
る
二
年
に
し
て
御
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2

出
家
．
御
退
位
の
事
実
を
迎
え
、
義
懐
も
御
跡
を
追
う
て
寛
和
二
年
（
九
尖
）
六
月
二
十
四
日
花
山
に
て
出
家
し
（
『
日
本
紀
略
』
）
、
そ
の
　
　
　
一

後
、
飯
室
に
籠
る
の
で
あ
る
。
　
「
入
道
中
納
言
」
「
飯
室
中
納
言
」
と
呼
ば
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
義
懐
の
法
名
は
「
悟
真
」
（
『
公
卿
補

任
』
『
紀
略
』
）
と
呼
び
、
受
戒
後
は
「
寂
真
」
（
『
公
補
』
）
と
名
乗
っ
た
。
三
十
歳
で
あ
っ
た
。
そ
の
子
成
房
は
五
歳
を
数
え
た
時
の
こ

と
で
あ
る
。

　
漸く
も
の
の
道
理
が
わ
か
ろ
う
か
と
す
る
頃
に
な
っ
て
、
父
義
懐
の
姿
が
忽
然
と
眼
前
か
ら
消
え
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
、
多
感

な
幼
童
に
い
か
な
る
思
い
を
与
え
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
あ
わ
れ
さ
は
察
す
る
に
余
り
が
あ
る
が
、
成
房
の
幼
童
時
代
を
う
か
が
い

知
る
資
料
は
得
ら
れ
な
い
。
た
だ
一
つ
い
え
る
こ
と
は
、
成
房
は
は
じ
め
成
周
〔
後
述
〕
と
名
付
け
ら
れ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
だ
け
で

あ
る
。　

母
の

手許
で
育
て
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
こ
で
母
方
を
み
て
み
る
と
、
母
の
父
は
藤
原
為
雅
で
、
そ
の
父
〔
成
房
か
ら
は
曽



祖父
〕
は
民
部
卿
・
中
納
言
の
文
範
で
あ
る
。
高
齢
に
達
し
て
は
い
た
が
存
生
中
で
あ
る
。
為
雅
の
妻
に
は
『
蜻
蛉
日
記
』
の
作
者
の
姉

と
思
わ
れ
る
藤
原
倫
寧
女
が
『
分
脈
』
に
み
え
る
の
で
、
確
証
は
得
ら
れ
な
い
が
成
房
の
祖
母
に
あ
た
る
可
能
性
は
高
い
も
の
が
あ
る
。

母

〔為
雅女
〕
の
兄
弟
に
は
藤
原
中
清
や
中
規
が
い
る
の
で
、
成
房
に
は
叔
父
に
あ
た
る
。

　
成房
の
周
辺
に
お
い
て
、
成
房
に
大
き
な
力
を
与
え
、
何
か
に
つ
け
て
影
響
を
与
え
た
人
物
に
、
義
孝
男
の
藤
原
行
成
が
い
る
。
従
兄

弟
の
間
柄
に
あ
た
り
、
年
齢
的
に
は
十
歳
も
離
れ
て
い
る
が
、
行
成
自
身
、
早
く
父
に
死
別
し
た
淋
し
い
日
々
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
か
、

義
懐出
家
後
の
成
房
を
絶
え
ず
慰
め
、
励
ま
し
、
と
も
に
悩
み
、
と
も
に
喜
び
あ
う
間
柄
と
な
っ
て
、
成
房
の
生
き
ざ
ま
に
大
き
く
関
わ

る
存
在
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　正
暦

二年
（
九
空
）
二
月
十
二
日
、
円
融
法
皇
が
崩
ぜ
ら
れ
、
同
十
九
日
御
葬
送
が
厳
か
に
営
ま
れ
た
（
『
紀
略
』
）
。
成
房
は
十
歳
に
な
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。
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「
行
成
兵
衛佐
い
と
若
け
れ
ど
、
こ
れ
を
聞
き
て
、
一
条
摂
政
の
御
孫
の
成
房
の
少
将
の
御
許
に
、

　
　
　
遅
れじ
と
常
の
み
ゆ
き
は
急
ぎ
し
を
煙
に
そ
は
ぬ
た
び
の
悲
し
さ
」
（
『
栄
花
』
巻
第
四
、
み
は
て
ぬ
ゆ
め
）
。

　御
葬
送
は
円
融
寺
北
原
（
『
紀
略
』
）
で
営
ま
れ
た
の
で
あ
る
が
、
多
く
の
資
料
は
、
円
融
天
皇
御
退
位
後
に
催
さ
れ
た
紫
野
の
子
の
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の

興
の印
象
が
強
か
っ
た
せ
い
か
、
御
葬
送
も
紫
野
で
営
ま
れ
た
と
し
て
い
る
。

　行
成
の
「
遅
れ
じ
と
」
の
歌
を
、
成
房
に
送
っ
た
と
す
る
資
料
は
『
栄
花
』
だ
け
で
あ
る
。

　
『

栄花
』
に
み
る
「
成
房
の
少
将
」
の
勘
物
に
は
「
成
房
、
入
道
中
納
言
義
懐
三
男
、
母
備
中
守
為
雅
女
。
今
年
非
少
将
、
長
徳
四
年

始
任少
将
敷
、
可
尋
之
」
と
あ
る
よ
う
に
、
　
「
少
将
」
と
み
え
る
の
は
後
官
名
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
。

藤
原
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房
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　幼
い
な
が
ら
も
円
融
法
皇
の
崩
御
を
い
た
み
悲
し
む
気
持
は
、
行
成
と
と
も
に
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
す
で
に
二
人
の
兄

〔『
分脈
』
に
み
る
尋
圓
・
延
圓
に
あ
た
ろ
う
〕
を
仏
門
に
送
り
、
父
も
ま
た
飯
室
に
出
家
し
て
い
る
と
い
う
境
遇
に
あ
っ
て
、
法
皇
の

御
葬
送
を

特
別な
感
慨
を
も
っ
て
味
わ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
　
『
栄
花
』
は
多
く
を
語
ら
な
い
。
し
か
し
、
行
成
の
詠
歌
が
成
房
に
送

ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
御
葬
送
を
記
述
せ
る
多
く
の
資
料
の
中
で
『
栄
花
』
だ
け
に
み
え
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
後
、
行
成
と
成
房

の深
い
交
わ
り
が
み
ら
れ
る
だ
け
に
、
ふ
た
り
の
最
初
の
接
触
の
記
録
と
し
て
注
目
し
て
お
き
た
い
。

元
服と
改
名
（
十
五
歳
）

　
成房
の
元
服
が
い
つ
、
何
歳
の
時
で
あ
っ
た
か
を
知
る
資
料
は
得
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
「
成
房
は
は
じ
め
成
周
と
名
付
け
ら
れ
て
い
た
」

と
既
述
し
た
が
、
そ
の
改
名
は
、
成
房
の
元
服
と
決
し
て
無
縁
の
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
成
周
名
の
資
料
は
二
つ
み
え
る
。
い
ず
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る

れ

も
長
徳
二
年
（
九
九
六
）
、
＋
五
歳
時
と
み
ら
れ
る
記
事
で
あ
る
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゴ

ω
、
　
『
小
右
記
』
（
長
徳
2
・
正
・
1
0
条
）
「
従
五
位
上
藤
成
周
硫
綱
院
」

②
、
　
『
長
徳
二
年
大
間
書
』
（
長
徳
2
・
正
・
2
5
付
）
「
筑
前
国
権
守
従
五
位
上
藤
原
朝
臣
成
周
」

　
ω　
長
徳
二
年
は
正
月
六
日
に
叙
位
が
行
わ
れ
て
い
る
。
正
月
十
日
は
女
叙
位
の
日
で
あ
る
が
臨
時
に
男
叙
位
も
行
わ
れ
、
藤
原
兼
隆

が
正

五
位
下
に
叙さ
れ
た
の
と
、
成
周
が
従
五
位
上
に
叙
せ
ら
れ
た
二
件
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
特
に
注
目
す
べ
き
は
「
花
山
院
御
給
」

と
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
花
山
院
に
外
舅
と
し
て
活
躍
し
た
義
懐
の
子
息
に
対
す
る
特
別
な
御
恩
顧
を
蒙
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
②　
県
召
除
目
に
よ
り
補
任
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
兼
務
と
思
わ
れ
る
が
、
「
兼
」
の
表
記
も
な
い
の
で
、
新
任
記
事
と
み
て
お
く
。

　ω
・
②
資
料
が
同
一
人
物
資
料
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
異
論
は
出
ま
い
。

③
、
　
『
類
聚
符
宣
抄
』
第
七
　
改
名



　

太
政官
符
式
部
民
部
両
省

　
応改
名
字
筑
前
権
守
従
五
位
上
藤
原
朝
臣
成
周
事
今
請
改
周
字
為
房
字

　
右
得
成
周今
月
二
日
奏
状
偶
、
謹
検
史
籍
、
件
周
字
音
訓
所
説
、
左
右
多
疑
、
若
不
相
改
者
、
恐
有
所
悔
乎
、
望
請
天
恩
、
因
准
傍
例
、

早
停
称
周
之
有疑
、
将
給
為
房
之
無
悔
者
、
右
大
臣
宣
、
奉
　
勅
、
依
請
者
、
省
宜
承
知
依
宣
行
之
、
符
到
奉
行

　
権
左中
弁
　
　
　
　
　
　
　
左
大
史

　
　
長徳
二
年
六
月
十
七
日

　
右
の

③
資料
に
み
え
る
官
位
・
官
職
名
か
ら
、
前
記
ω
・
②
資
料
と
同
一
人
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
異
を
称
す
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。

成周
名
を
成
房
に
と
改
名
を
願
い
出
た
こ
と
か
ら
、
藤
原
成
周
が
義
懐
男
で
あ
る
と
い
う
確
証
は
得
ら
れ
な
い
が
、
義
懐
男
藤
原
成
房
の

前名
は
成
周
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
③
資
料
に
み
え
る
「
権
左
中
弁
」
は
藤
原
行
成
（
『
弁
官
補
任
』
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5

『

公補
』
）
で
あ
る
こ
と
を
加
え
て
お
く
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　改
名
の
理
由
と
し
て
「
件
周
字
音
訓
所
説
、
左
右
多
疑
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
は
、
訓
み
誤
ま
ら
れ
る
事
実
が
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。

　
　
よ
し
ち
か

父
の義
懐
〔
『
分
脈
』
チ
カ
の
訓
み
を
付
す
〕
の
訓
み
を
受
け
た
と
す
れ
ば
、
当
然
「
な
り
ち
か
」
と
訓
ま
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。　

こ
の
長
徳
二
年
の
春
か
ら
夏
に
か
け
て
、
藤
原
伊
周
・
隆
家
ら
の
花
山
院
狙
撃
事
件
に
よ
っ
て
天
下
は
大
騒
動
と
な
り
、
伊
周
は
大
宰

権
帥
に
既
諭
さ
せ
ら
れ
る
結
末
を
迎
え
、
中
関
白
家
は
凋
落
し
始
め
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
　
「
花
山
院
御
給
」
を
蒙
る
者
に
と
っ

　
　
　
こ
れ
ち
か

て
は
、
伊
周
の
「
ち
か
」
は
避
け
た
か
っ
た
に
違
い
な
く
、
同
年
四
月
に
権
左
中
弁
に
任
じ
た
ば
か
り
の
藤
原
行
成
が
成
周
の
将
来
を
配

慮
し
て
、
積
極
的
に
改
名
の
手
続
き
を
執
ら
せ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
　
「
若
不
相
改
者
、
恐
有
所
悔
乎
」
の
辞
句
に
、
行
成
の
成
周
に
対

する
篤
い
思
い
が
う
か
が
え
る
よ
う
で
あ
る
。

藤
原
成
房
考
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　ω
に
み
る
破
格
と
も
い
え
る
叙
位
、
②
の
補
任
、
③
の
改
名
、
と
み
て
く
る
と
、
十
五
歳
を
迎
え
た
成
房
の
元
服
と
か
ら
ん
で
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

　と
こ
ろ
で
、
　
『
分
脈
』
成
房
項
に
は
「
改
ー
信
」
と
改
名
の
こ
と
が
み
え
て
、
別
の
改
名
問
題
を
提
起
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、

「
成信
」
か
ら
「
成
房
」
に
改
名
し
た
と
す
る
資
料
に
は
接
し
な
い
。
　
『
分
脈
』
の
「
改
ー
信
」
は
、
改
名
し
た
「
成
房
」
を
「
な
り
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

さ
」
で
は
な
く
、
　
「
な
り
の
ぶ
」
と
訓
む
よ
み
を
「
信
」
の
字
で
注
記
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

右
兵
衛佐
・
少
将
時
代
（
十
六
～
十
八
歳
）

　
長
徳
三年
は
成
房
十
六
歳
の
年
に
当
た
る
。
三
月
十
八
日
の
石
清
水
臨
時
祭
に
、
右
兵
衛
佐
で
あ
っ
た
成
房
は
そ
の
祭
事
に
奉
仕
し
て

い
る
。
成
房
の
僕
従
〔
副
馬
者
也
〕
に
、
左
大
将
藤
原
公
季
は
脱
衣
を
被
け
て
い
る
（
『
小
右
記
』
）
。
被
脱
衣
に
当
る
見
事
な
働
き
が
あ
っ
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
6

た
から
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
実
状
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
成
房
の
任
右
兵
衛
佐
の
資
料
も
欠
け
る
が
、
長
徳
二
年
時
に
既
に
右
兵
衛
　
　
　
　
一

佐
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
成
房
十
七
歳時
。
長
徳
四
年
三
月
二
十
日
の
石
清
水
臨
時
祭
試
楽
の
五
人
の
舞
人
の
ひ
と
り
に
、
成
房
も
召
さ
れ
て
い
る
（
『
権
記
』
）
。

若さ
の
花
と
と
も
に
舞
の
技
に
も
秀
で
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
四
月
二
日
、
右
兵
衛
佐
成
房
は
藤
原
行
成
の
許
に
訪
れ
、
老
尼
〔
近

衛
殿
に

お

わし
、
三
月
当
初
よ
り
病
悩
〕
の
病
状
を
見
舞
っ
て
い
る
（
『
権
記
』
）
。
老
尼
を
行
成
の
母
と
す
れ
ぽ
、
成
房
に
と
っ
て
も
伯
母

に当
た
る
存
在
と
み
ら
れ
る
。

　同
年
十
一
月
六
日
、
行
成
の
二
条
第
へ
「
新
少
将
来
宿
」
（
『
権
記
』
）
と
み
え
る
。
後
掲
資
料
に
よ
り
左
近
少
将
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
た

〔おそ
ら
く
十
月
二
十
三
日
の
除
目
に
任
補
さ
れ
た
も
の
と
推
定
す
る
が
、
資
料
に
欠
け
る
〕
の
で
あ
る
。
十
二
月
二
日
、
行
成
は
成
房

の

父
であ
る
入
道
中
納
言
義
懐
の
御
房
に
参
り
、
成
房
が
「
明
口
祭
使
」
〔
口
は
年
力
。
祭
使
の
こ
と
不
詳
〕
の
こ
と
を
告
げ
て
い
る
。



翌
三日
は
行
成
の
男
子
が
誕
生
し
た
が
、
後
産
済
ま
ず
、
観
修
僧
都
の
加
持
を
得
て
平
産
と
な
っ
た
。
行
成
は
こ
の
折
訪
れ
た
少
将
成
房

と
「
同
車
至
少
将
宅
休
息
」
の
後
、
参
内
し
て
い
る
。
八
日
の
七
夜
の
産
養
に
は
成
房
も
来
訪
し
て
い
る
（
以
上
『
権
記
』
）
。

　
十
八歳
に
な
っ
た
成
房
は
、
長
保
元
年
（
究
九
）
三
月
二
十
九
日
の
石
清
水
臨
時
祭
に
も
舞
人
と
し
て
奉
仕
し
て
い
る
（
『
石
清
水
文
書
』

宮寺
縁
事
抄
）
。
ま
た
、
四
月
二
十
二
日
〔
賀
茂
祭
の
翌
日
〕
　
「
左
少
将
藤
成
房
五
位
」
は
賀
茂
祭
の
警
固
解
陣
に
奉
仕
し
て
い
る
（
『
政

事
要
略
』
糺
弾
雑
事
七
）
。
　
〔
『
政
要
』
の
問
題
点
は
左
右
両
将
の
座
次
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
〕

　
七月
九
日
、
　
「
少
将
今
朝
甚
不
覚
」
の
状
態
に
陥
り
、
行
成
は
少
将
の
許
に
赴
き
、
花
山
法
皇
も
成
房
の
病
状
を
気
遣
わ
れ
て
、
病
状

を問
い
給
う
御
恩
に
浴
し
て
い
る
。
湯
治
の
効
験
に
よ
り
頗
る
宜
し
き
容
態
に
回
復
し
て
い
た
の
で
あ
る
（
『
権
記
』
）
。
九
月
十
二
日
、
女

院
〔
東
三
条
院
〕
に
て
競
馬
の
催
し
が
も
た
れ
、
成
房
も
一
番
に
出
場
、
左
兵
衛
佐
源
雅
通
と
競
っ
た
（
『
小
右
記
』
）
が
、
勝
敗
の
ほ
ど
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
7

は
記さ
れ
て
い
な
い
。
十
月
十
日
の
興
福
寺
維
摩
会
の
勅
使
と
し
て
下
っ
た
行
成
の
許
へ
、
十
五
日
に
は
成
房
も
訪
れ
、
そ
の
労
を
ね
ぎ
　
　
　
一

ら
っ
て
い
る
。
十
月
二
十
二
日
の
道
長
第
御
読
経
に
、
行
成
は
権
中
将
源
成
信
〔
道
長
猶
子
〕
と
と
も
に
「
成
房
少
将
同
車
」
し
て
参
入

し
、
十
一
月
七
日
の
藤
原
彰
子
が
女
御
と
な
ら
れ
た
奏
慶
に
は
、
行
成
・
成
房
と
も
に
参
入
し
て
い
る
（
以
上
『
権
記
』
）
。

　
こ
の
ほ
か
『
権
記
』
に
は
、
「
相
共
」
「
同
車
」
な
ど
の
表
記
で
、
行
成
と
行
を
と
も
に
し
て
い
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
。
行
成

が

絶え
ず
成
房
を
導
き
、
庇
護
者
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
姿
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
行
成
と
の
縁
か
ら
、
権
中
将
源
成
信
と

親
泥
度
を増
し
て
、
行
動
を
共
に
す
る
こ
と
の
多
い
こ
と
も
知
り
得
る
が
、
そ
の
一
々
は
割
愛
す
る
。

結婚
・
無
常
観
（
十
九
歳
）

長保
二
年
正
月
一
日
は
太
皇
太
后
宮
昌
子
内
親
王
の
御
諒
闇
に
よ
り
節
会
は
行
わ
れ
て
い
な
い
が
、
行
成
侍
所
に
お
け
る
勧
盃
に
、
成

藤
原
成
房
考
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房
は
酌
を
把
っ
て
い
る
。
そ
し
て
左
府
〔
道
長
〕
・
東
院
〔
為
尊
親
王
室
〕
・
女
院
〔
東
三
条
院
〕
へ
の
拝
礼
に
は
行
成
と
と
も
に
参
行
し

て

いる
。
正
月
二
十
八
日
、
「
成
房
少
将
還
昇
事
」
が
奏
せ
ら
れ
、
二
月
二
日
に
還
昇
し
、
十
日
に
は
「
後
少
将
成
房
」
ら
、
殿
上
の
悦
び

を

啓し
て
い
る
（
以
上
『
権
記
』
）
。
翌
十
一
日
、
一
条
天
皇
の
御
使
と
な
っ
て
彰
子
の
許
へ
向
い
、
酒
肴
の
饗
を
賜
わ
り
、
女
装
束
・
掛

を

給
わ
っ

て

いる
（
『
御
堂
』
）
が
、
　
『
権
記
』
に
は
「
泥
酔
云
々
」
の
記
載
が
み
え
る
。
二
十
三
日
の
『
権
記
』
に
「
後
少
将
成
房
勘
事
」

と
み
え
る
の
は
泥
酔
の
お
答
め
で
あ
ろ
う
か
。
二
十
五
日
に
彰
子
は
立
后
し
、
中
宮
と
な
っ
て
い
る
。

　
十
九歳
に
な
っ
て
い
た
成
房
は
、
源
則
忠
女
を
妻
と
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
　

　
七月
二
十
三
日
よ
り
中
宮
彰
子
は
、
中
宮
権
亮
源
則
忠
の
堀
川
宅
に
移
ら
れ
（
『
紀
略
』
『
権
記
』
）
、
九
月
八
日
に
一
条
院
内
裏
に
行
啓

な
さ
っ
て
い
る
。
約
一
ケ
月
半
の
御
滞
在
の
家
主
賞
と
し
て
則
忠
に
叙
位
を
給
わ
る
際
、
θ
、
「
中
宮
権
亮
則
忠
朝
臣
申
云
、
件
宅
本
雛
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

則
忠
之
所
領
琴
成
房
朝
臣
所
領
掌
也
」
、
句
蒙
主
可
賜
賞
考
可
叙
成
房
朝
臣
之
一
階
者
L
、
傾
「
申
琵
旨
於
白
川
轟
鵠
　
ゴ

靴
編
㍉

齢
」
（
以
上
．
権
記
・
）
と
み
え
る
．

　
θ
に
みる
則
忠
の
所
領
で
あ
る
堀
川
宅
は
、
只
今
成
房
の
領
掌
す
る
所
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
則
忠
女
と
成
房
と
は
夫
婦
の

間
柄
で
あ
っ
て
、
父
則
忠
は
堀
川
宅
を
婿
の
成
房
に
譲
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
他
に
ふ
た
り
の
結
婚
の
資
料
を
得
な
い
が
、

『

拾
遣集
』
巻
十
八
の
「
則
忠
朝
臣
女
」
の
詠
歌
お
よ
び
詞
書
〔
後
述
〕
に
よ
っ
て
よ
り
確
実
な
も
の
と
な
ろ
う
。
『
分
脈
』
に
は
、
成

房
の
子
と
し
て
、
「
享
参
翻
灘
定
経
室
」
の
記
載
を
み
る
が
、
そ
の
母
は
当
然
則
忠
女
と
い
う
・
と
に
な
ろ
駕
そ
の
女
子
が
い
つ

生ま
れ
た
か
は
不
詳
で
あ
る
。
㈲
に
よ
り
こ
の
時
成
房
は
病
を
得
て
、
白
川
の
寺
〔
父
入
道
中
納
言
義
懐
と
同
坐
〕
に
住
し
て
お
り
、
九

月
十
日
に
は
行
成
も
権
中
将
源
成
信
と
と
も
に
白
川
寺
に
い
た
り
、
入
道
中
納
言
義
懐
に
奉
謁
し
、
成
房
の
病
気
を
見
舞
っ
て
い
る
（
『
権

記
』
）
。
ω
に
よ
り
、
十
月
十
七
日
条
の
『
権
記
』
に
「
中
将
・
四
位
少
将
」
と
同
車
参
内
と
み
え
る
の
は
、
中
将
源
成
信
と
四
位
に
叙
さ



れ
た
成房
の
こ
と
を
さ
す
と
思
わ
れ
る
。

　
十
二月
十
三
日
、
　
「
成
房
舎
弟
薬
寿
」
が
加
冠
し
て
い
る
（
『
権
記
』
）
。
薬
寿
は
童
名
で
あ
ろ
う
。
　
『
分
脈
』
に
は
成
房
の
弟
に
、
信

懐
・
伊
成
・
教
忠
の
三
名
に
、
尋
増
と
い
う
僧
名
が
み
え
る
が
、
誰
を
さ
す
か
は
不
明
で
あ
る
。
父
義
懐
出
家
後
、
三
男
の
成
房
が
一
家

を

支え
、
ひ
と
り
立
ち
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
弟
の
加
冠
に
よ
り
、
肩
の
荷
が
軽
く
な
っ
た
感
じ
は
し
た
で
あ
ろ
う
。
ー
㈹

　
十

二月
十
六
日
、
皇
后
定
子
は
皇
女
媛
子
を
御
出
産
の
の
ち
崩
御
さ
れ
て
い
る
。
御
歳
二
十
四
歳
で
あ
っ
た
（
『
権
記
』
ほ
か
）
。
1
⑧

　
右
の

二
つ
の出
来
事
は
、
病
弱
な
成
房
が
日
ご
ろ
か
ら
懐
き
始
め
て
い
た
無
常
観
に
油
を
注
い
だ
よ
う
で
あ
る
。
中
関
白
家
凋
落
の
影

を負
い
続
け
ら
れ
た
皇
后
定
子
の
崩
は
、
ま
さ
し
く
無
常
の
感
を
深
め
る
も
の
で
あ
り
、
彰
子
立
后
に
湧
く
道
長
一
家
の
繁
栄
と
の
対
照

を深
め
る
以
外
の
何
物
で
も
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
囚
の
薬
寿
の
加
冠
は
後
事
を
託
す
に
足
る
者
の
出
現
と
、
成
房
に
は
判
断
さ
れ
た
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
9

筈
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
十

二月
十
八
日
、
中
宮
彰
子
の
御
読
経
の
結
願
に
参
入
し
て
い
た
行
成
・
成
房
は
、
退
出
の
間
同
車
し
た
が
、
成
房
は
「
世
間
無
常
之

雑事
」
（
『
権
記
』
）
を
行
成
に
訴
え
て
い
る
。
⑧
の
皇
后
定
子
崩
御
が
引
き
が
ね
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
の
な
か
を
い
か
に
　
せ
ま
し
　
　
お
も
ひ
つ
つ
お
き
ふ
す
ほ
ど
に
あ
け
く
ら
す
　
か
　
な

　
十

二月
十
九
日
、
行
成
は
成
房
の
許
に
書
状
を
送
り
、
そ
の
中
に
「
世
中
乎
如
何
為
猿
と
思
管
起
臥
程
爾
明
昏
須
仮
名
」
と
詠
み
送
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
の
な
か
を
は
か
な
き
も
の
と
　
し
り
な
が
ら
い
か
に
せ
ま
し
　
　
な
に
か
　
な
げ
か
ん

た
の

に

対し
、
成
房
の
返
歌
は
「
世
中
乎
無
墓
物
ト
乍
知
如
何
為
猿
と
何
加
歎
竪
」
と
あ
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
『
権
記
』
に
は
「
世

間
無
常
之
比
、
触
視
触
聴
只
催
悲
感
、
抽
中
心
難
忍
之
襟
、
示
肝
胆
不
隔
之
人
也
」
と
も
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
十
八
日
の
同
車
内
の

「

世
間

無常
之
雑
事
」
は
行
成
の
心
を
強
く
揺
さ
ぶ
る
内
容
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
無
謀
な
行
動
に
だ
け
は
走
っ
て
く
れ
る

な
と
心
配
す
る
行
成
の
許
に
「
少
将
一
人
出
家
」
の
報
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
驚
い
た
行
成
は
早
速
東
院
す
な
わ
ち
弾
正
宮
為
尊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

親
王室
を
訪
ね
て
確
め
る
と
、
左
大
臣
道
長
が
奏
上
し
た
あ
と
と
聞
か
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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二
十日
、
行
成
は
飯
室
に
向
か
い
成
房
を
訪
ね
た
。
成
房
は
出
家
の
志
を
述
べ
た
が
、
父
義
懐
の
命
に
ょ
り
、
ま
だ
出
家
の
本
意
は
遂

げ
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
　
「
少
将
示
出
家
之
志
、
刻
念
素
深
、
唯
依
納
言
〔
義
懐
〕
之
旨
、
未
能
遂
之
云
々
」
（
『
権
記
』
）
。
さ
ら

に行
成
は
「
一
門
之
中
依
無
他
人
、
暫
欲
不
許
、
然
而
於
妨
其
志
、
罪
業
可
恐
、
仰
不
示
左
右
」
、
「
出
家
之
告
巳
満
京
洛
、
若
依
納
言

口
口
之
難
背
、
不
遂
本
意
、
更
帰
洛
下
、
今
世
招
衆
人
之
嘲
、
後
生
結
無
間
之
因
歎
」
と
述
べ
、
　
「
不
語
荏
事
」
と
、
尋
常
所
持
之
念
珠

一連
を
与
え
て
帰
洛
し
た
の
で
あ
る
。

　
二十
一
日
、
左
大
臣
道
長
の
、
義
懐
と
成
房
に
宛
て
ら
れ
た
消
息
に
、
成
房
と
親
し
か
っ
た
権
中
将
源
成
信
の
書
状
を
も
加
え
て
飯
室

に送
っ
て
い
る
。

　
二
十

二日
は
、
権
中
将
成
信
と
行
成
は
飯
室
に
赴
き
、
そ
の
夜
は
宿
し
て
い
る
。
夜
を
徹
し
て
語
り
明
か
し
、
翻
意
を
、
そ
し
て
俗
世

に

逞ま
し
く
生
き
て
い
く
こ
と
を
励
ま
し
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
長
保
二
年
は
、
出
家
を
決
意
し
て
山
に
登
っ
た
も
の
の
、
本
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
2
0

懐
は
遂
げ
ず
飯
室
に
て
越
年
し
た
の
で
あ
る
（
以
上
『
権
記
』
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　

〔成房
の
出
家
出
奔
に
つ
い
て
は
、
関
口
力
氏
の
示
唆
に
富
む
ご
論
考
が
あ
る
。
成
房
の
精
神
状
況
・
宮
廷
生
活
に
対
す
る
疎
外
感
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

に関
す
る
ご
考
証
で
あ
る
。
〕

父
の

教命
・
任
中
将
（
二
十
歳
）

　
年明
け
て
長
保
三
年
正
月
七
日
、
行
成
は
鶏
鳴
と
と
も
に
京
を
離
れ
、
飯
室
に
向
い
、
安
楽
律
院
に
て
入
道
中
納
言
義
懐
に
奉
謁
し
、

成
房
を

帰
洛さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
父
義
懐
の
教
命
は
、
仏
道
入
門
の
苦
難
を
語
り
、
初
心
を
忘
れ
て
解
怠
に
陥
る
弊
を
説
き
、
さ
ら

に

「

三
子
之中
、
二
子
已
帰
仏
界
、
一
人
令
仕
朝
庭
、
纈
素
共
興
隆
仏
法
、
現
当
同
利
益
衆
生
、
今
汝
請
出
家
、
非
我
素
意
」
と
い
う
も

の

であ
る
。
成
房
の
兄
二
人
〔
尋
圓
・
延
圓
〕
を
仏
界
に
帰
せ
し
め
た
こ
と
を
述
ぺ
、
成
房
に
だ
け
は
王
事
に
勤
め
て
ほ
し
い
旨
を
懇
々



と
諭
し
、
　
「
若
我
命
終
之
後
、
亦
有
兄
之
許
、
任
意
可
遂
」
と
、
父
の
存
生
中
の
出
家
は
思
い
止
ま
れ
と
す
る
教
命
に
、
成
房
も
押
切
っ

て剃
髪
す
る
だ
け
の
勇
気
は
出
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
成
房
に
は
、
兄
二
人
に
許
さ
れ
た
出
家
が
な
ぜ
自
分
に
は
許
さ
れ
な
い

の
か
、
そ
の
不
条
理
さ
は
い
く
ら
求
め
て
も
解
き
明
か
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
父
の
説
得
に
加
え
て
、
行
成
ら

の

心
暖ま
る
助
言
を
も
受
け
容
れ
、
下
山
帰
洛
す
る
の
で
あ
っ
た
（
『
権
記
』
『
小
目
』
）
。

　
心
の

動
揺
を
容
易
に

癒
せな
か
っ
た
で
あ
ろ
う
成
房
に
対
す
る
行
成
の
配
慮
は
、
そ
の
翌
日
「
帰
宅
之
便
寄
少
将
宅
、
同
車
帰
宅
」

（『権
記
』
）
と
い
う
形
で
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
十
四
日
の
御
斎
会
内
論
義
に
は
、
「
出
居
左
近
少
将
成
房
朝
臣
参
上
」
（
『
権
記
』
）
と
み
え
る

の
は
、
父
の
教
命
を
遵
守
し
、
ど
う
や
ら
平
常
心
に
立
ち
戻
れ
た
も
の
と
理
解
で
き
よ
う
。

　と
こ
ろ
が
、
『
権
記
』
二
月
三
日
条
「
成
房
少
将
来
談
之
間
通
夜
」
、
二
月
五
日
条
「
成
房
少
将
参
会
、
同
宿
、
終
夜
談
」
と
夜
を
徹

し
て
の
談
合
は
、
や
は
り
「
世
間
無
常
」
の
話
題
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
れ
は
二
月
四
日
、
成
房
と
も
呪
懇
の
間
柄
に
あ
り
、
た
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

び
た
び

行
動
を
と
も
に
し
て
い
碧
近
権
中
将
源
成
信
（
2
3
歳
）
と
、
左
近
少
将
藤
原
重
家
（
叢
）
の
二
人
が
三
井
寺
に
て
出
家
し
、
　
↓

仏
門
に
入
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
成房
に
と
っ
て
は
先
を
越
さ
れ
た
と
い
う
感
は
否
め
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
再
度
出
家
の
願
望
も
激
し
く
湧
き
起
っ
た
に
違
い
な
い
。

行
成と
談
合
の
間
に
、
出
家
の
許
さ
れ
ぬ
自
分
と
い
う
も
の
を
改
め
て
見
つ
め
直
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　
『

権記
』
二
月
二
十
五
日
条
「
四
位
少
将
登
山
」
と
み
え
る
が
、
何
の
た
め
の
登
山
か
知
り
よ
う
が
な
い
。
二
月
二
十
九
日
の
行
成
の

催
し
た
世
尊
寺
供
養
に
は
成
房
も
入
礼
者
の
中
に
名
を
連
ね
て
い
る
。

　
『
権
記
』
三
月
十
八
日
条
は
小
除
目
の
こ
と
を
記
し
て
お
り
、
行
成
に
中
将
兼
務
の
話
が
あ
っ
た
の
を
、
行
成
は
「
成
房
為
四
位
少
将
、

一
家
間
親呪
者
也
、
彼
已
受
運
、
若
行
成
有
兼
任
者
、
錐
彼
無
所
愁
怨
、
以
彼
淳
理
被
任
如
何
」
と
願
い
出
た
と
こ
ろ
許
諾
さ
れ
る
と
こ

藤
原
成
房
考
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う
と
な
り
、
行
成
の
譲
に
よ
っ
て
、
成
房
は
中
将
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
行
成
の
並
々
な
ら
ぬ
成
房
へ
の
配
慮
が
こ
こ
に
も
見
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

　
三月
二
十
二
日
の
石
清
水
臨
時
祭
の
祭
使
に
、
成
房
中
将
は
立
っ
て
い
る
。
失
儀
も
な
く
事
は
順
調
に
進
み
、
出
御
の
の
ち
祭
使
以
下

座
に
就
き
一
巡
、
行
成
が
勧
盃
を
つ
と
め
二
巡
と
運
ん
だ
の
で
あ
る
。
が
、
『
権
記
』
に
は
「
世
間
之
作
法
冷
淡
、
弥
発
無
常
之
観
」
の

記
載
が
み
え
る
。

　
四月
一
日
、
こ
の
日
よ
り
成
房
は
飯
室
に
籠
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
成
房
に
と
っ
て
四
月
・
五
月
は
重
く
慎
む
べ
き
月
に
当
る
と
し
て
籠

山
を
決
意
し
た
の
で
あ
る
（
『
権
記
』
3
．
2
8
条
）
。
六
月
十
日
、
飯
室
よ
り
帰
洛
し
た
が
、
十
五
日
、
病
に
よ
り
再
度
飯
室
に
赴
い
て
い
る
。

「中
将
示
云
、
依
有
所
思
、
可
罷
飯
室
、
所
陳
之
旨
有
理
、
伍
許
容
」
（
『
権
記
』
）
。
長
保
三
年
は
春
か
ら
夏
に
か
け
て
疫
病
の
流
行
も
み

ら
れ
「
都
鄙
疫
疾
、
全
命
者
少
」
（
『
権
記
』
3
・
2
8
条
）
、
「
於
紫
野
行
御
霊
会
、
道
路
死
骸
不
知
其
数
、
天
下
男
女
天
亡
過
半
」
（
『
扶
桑
略
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
2

記
』
5
．
9
条
）
と
い
う
有
様
で
、
成
房
も
罹
患
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
肉
体
的
な
病
悩
よ
り
『
権
記
』
の
「
所
陳
之
旨
有
理
」
の
記
　
　
　
　
一

述
は
精
神
的
な
重
煩
を
飯
室
の
山
気
が
癒
し
て
く
れ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
こ
の
後
、
ほ
ぼ
一
ケ
月
間
『
権
記
』
記

事
に
成
房
の
記
載
は
な
い
。

　
十月
七
日
、
東
三
条
院
詮
子
の
四
十
の
御
賀
の
試
楽
が
行
わ
れ
、
ま
だ
幼
な
い
藤
原
頼
通
・
頼
宗
が
龍
王
・
納
蘇
利
を
舞
っ
て
人
々
の

喝
釆
を博
し
た
が
、
「
右
中
将
成
房
朝
臣
」
も
舞
人
に
召
さ
れ
、
蘇
合
香
を
舞
い
納
め
て
い
る
（
『
権
記
』
『
東
三
条
院
御
賀
試
楽
事
』
小
右
記

所引
）
。

　
十月
十
九
B
、
射
場
始
に
、
出
居
座
に
候
し
て
い
る
（
『
権
記
』
）
。
こ
の
間
も
、
行
成
と
行
動
を
と
も
に
し
、
或
い
は
行
成
宅
に
宿
し
た

り
し
て
い
る
こ
と
は
、
先
述
し
た
と
こ
ろ
と
変
り
は
な
い
。
閏
十
二
月
二
十
二
日
、
東
三
条
院
詮
子
は
崩
御
さ
れ
て
い
る
。



出
家
（
二
十
一
歳
）

　
年
改ま
っ
て
長
保
四
年
（
≡
O
二
）
を
迎
え
た
が
、
昨
年
末
の
東
三
条
院
の
崩
に
よ
り
、
諒
闇
の
た
め
正
月
節
会
も
な
く
（
『
紀
略
』
）
、
一

日
か
ら
東
三
条
院
に
て
法
華
経
供
養
が
営
ま
れ
て
い
る
（
『
権
記
』
）
。
十
三
日
、
前
夜
よ
り
花
山
院
の
御
悩
危
急
と
な
ら
れ
、
成
房
は
事
の

由
を
帝
に
奏
上
し
て
い
る
（
『
権
記
』
）
。
こ
の
報
は
飯
室
に
い
る
父
義
懐
に
達
せ
ら
れ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
正月
二
十
七
日
、
詮
子
の
五
七
日
御
法
事
が
修
さ
れ
て
い
る
（
『
権
記
』
）
。

　
正月
三
十
日
、
寅
刻
に
成
房
は
行
成
を
訪
ね
、
「
談
雑
事
」
遅
明
に
退
い
て
い
る
（
『
権
記
』
）
。

　
人
の生
・
死
・
老
・
病
を
目
の
あ
た
り
に
み
る
時
、
成
房
は
人
一
倍
の
「
無
常
」
を
感
じ
、
出
家
願
望
を
強
く
懐
い
た
と
思
わ
れ
る
。
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
3

『
権記
』
の
正
月
三
十
日
条
は
至
極
簡
潔
に
「
談
雑
事
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
成
房
の
一
大
決
意
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
　
　
　
一

あ
る
。
行
成
は
、
成
房
の
語
る
と
こ
ろ
を
静
か
に
聞
き
、
い
つ
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
成
房
を
慰
撫
し
、
王
道
に
就
く
こ
と
を
支
援
し
、

励ま
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
成
房
と
し
て
は
年
来
の
素
志
を
同
じ
く
打
明
け
て
い
た
に
違
い
な
い
。

　出
家
願
望
は
一
時
的
に
押
さ
え
て
も
押
さ
え
き
れ
る
も
の
で
は
な
い
筈
で
あ
る
。
む
し
ろ
そ
れ
は
抑
圧
さ
れ
れ
ば
さ
れ
た
で
、
な
お
の

こ
と
強
く
は
ね
返
そ
う
と
す
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。
俗
世
濁
世
を
離
れ
て
仏
門
に
入
る
こ
と
は
、
俗
世
に
居
住
す
る
者
に
と
っ
て
は
、

ま
さ
し
く
夢
の
世
界
・
別
天
地
に
当
た
る
世
界
に
赴
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
魅
せ
ら
れ
た
「
法
」
の
世
界
で
あ
り
、
叶
え
で
は
や
ま
ぬ

「悦
」
の
世
界
で
あ
り
、
到
底
思
い
停
ま
る
こ
と
の
で
き
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
「御
命
短
」
か
き
「
御
族
」
と
し
て
の
宿
命
を
荷
な
い
、
父
の
出
家
・
円
融
法
皇
の
崩
御
と
、
世
の
無
常
を
悟
り
、
前
回
の
出
家
騒
ぎ

は
皇
后
定
子崩
御
の
三
日
後
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
た
び
は
東
三
条
院
崩
後
の
忌
中
、
そ
し
て
花
山
院
の
御
悩
危
急
と
い
う
事
態
が
出
家

藤

原
成
房
考



藤
原
成
房
考

の引
き
金
に
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
　
「
何
加
歎
竪
」
と
い
う
成
房
の
決
意
は
今
や
制
止
の
き
か
ぬ
段
階
に
到
達
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
二月
二
日
条
の
『
権
記
』
の
記
事
は
み
え
な
い
。
一
字
も
み
え
な
い
。

　
三日
条
に
「
昨
日
中
将
詣
飯
室
剃
髪
、
遂
素
懐
也
」
と
あ
り
、
他
の
出
家
者
の
場
合
に
み
ら
れ
る
そ
の
人
を
偲
ぶ
こ
と
ば
す
ら
な
い
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

であ
る
。
　
「
右
近
衛
権
中
将
従
四
位
上
藤
原
朝
臣
成
房
、
年
廿
一
、
法
名
素
口
、
入
道
中
納
言
第
三
息
男
、
母
故
正
四
位
下
為
雅
朝
臣
女

也
」
（
『
権
記
』
）
と
い
た
っ
て
簡
潔
な
表
記
で
あ
る
。
　
〔
『
小
目
』
二
月
三
日
出
家
と
す
〕

　
長保
二
年
十
二
月
十
九
日
出
家
を
願
っ
て
飯
室
に
赴
い
た
折
、
　
「
若
我
命
終
之
後
、
亦
有
兄
之
許
、
任
意
可
遂
」
と
い
う
父
の
教
命
に

従
っ
て
ほ
ぼ
一
ケ
年
を
経
た
が
、
今
回
は
そ
の
父
の
命
に
も
背
い
た
か
た
ち
で
、
成
房
は
念
願
と
す
る
出
家
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。

　行
成
の

如何
と
も
で
き
ぬ
二
日
間
で
あ
っ
た
。
こ
の
十
年
間
、
従
兄
弟
と
い
う
関
係
を
超
え
、
真
実
の
兄
弟
以
上
の
愛
情
を
も
っ
て
接
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
勾

し
て
き
た
行
成
に
と
っ
て
は
、
全
く
空
白
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
二
日
間
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
翌
二
月
四
日
、
行
成
は
成
房
の
室
や
乳
母
　
　
　
一

を

訪問
し
慰
め
て
い
る
（
『
権
記
』
）
。

　

『
拾
遣集
』
巻
十
八

　
成
房
朝臣
、
法
師
に
な
ら
む
と
て
、
飯
室
に
ま
か
り
て
、
京
の
家
に
枕
箱
を
取
り
に
遣
は
し
た
り
け
れ
ぽ
、
書
き
付
け
て
侍
り
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

則
忠
朝
臣

女

　
　
　
生き
た
る
か
死
ぬ
る
か
い
か
に
思
ほ
え
ず
身
よ
り
外
な
る
玉
櫛
笥
か
な

　
枕
箱
に書
き
付
け
た
と
い
う
こ
と
か
ら
も
、
ま
た
先
述
し
た
『
権
記
』
長
保
二
年
九
月
八
日
条
の
「
則
忠
之
所
領
、
至
今
成
房
朝
臣
所

領
掌
也
」
と
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
成
房
の
妻
は
源
則
忠
女
と
判
断
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
れ
も
既
述
し
た
と
こ
ろ
だ
が
『
分



脈
』
に
成
房
の
子
と
し
て
「
女
子
」
の
存
在
が
み
え
る
。
も
ち
ろ
ん
源
則
忠
女
と
の
間
に
で
き
た
女
子
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
　
〔
『
権
記
』

寛
弘
元
・
1
2
・
2
7
条
「
申
剋
至
高
松
宅
、
着
袴
入
道
中
将
女
子
」
と
、
着
袴
の
式
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
が
み
え
て
い
る
。
こ
の
「
入
道
中

将
」
に
『
大
日
本
史
料
L
は
、
（
成
房
）
の
注
を
付
し
て
い
る
の
に
従
っ
た
が
、
精
査
を
要
す
と
思
わ
れ
る
。
〕
こ
の
女
子
は
『
大
鏡
』
伊

サ伝
に
み
る
と
お
り
、
参
河
守
大
江
定
経
の
室
と
な
り
、
清
定
・
清
綱
ら
の
母
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。

そ
の
後
の
『
権
記
』
記
事

　
長
保
四
年
四月
五
日
、
行
成
は
源
政
職
・
源
則
孝
・
平
維
輔
二
二
善
孝
行
ら
と
と
も
に
飯
室
に
赴
き
、
　
「
中
将
入
道
」
成
房
と
相
会
し
、

一
一ケ
月
ぶ
り
の
対
面
と
な
っ
た
。
翌
六
日
に
は
早
朝
よ
り
横
川
の
安
楽
律
院
に
義
懐
を
訪
ね
る
べ
く
登
っ
た
が
、
行
成
は
急
坂
の
た
め
気

が

上り
、
参
上
を
思
い
と
ど
ま
り
、
七
日
飯
室
を
出
て
午
刻
入
京
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
5

　長
保
五
年
六
月
十
二
日
、
　
「
登
横
川
、
依
濱
泥
深
、
経
山
路
至
飯
室
宿
、
相
逢
中
将
」
と
み
え
る
。
こ
れ
は
六
月
十
三
日
の
為
尊
親
王
　
　
　
一

周
忌
法
事
を
兼
ね
て
登
山
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　同
八
月
十
日
条
に
は
、
　
「
飯
室
中
将
」
　
「
成
房
中
将
」
と
先
年
例
を
記
載
し
た
箇
所
が
あ
る
。

　寛
弘
元
年
（
一
〇
〇
四
）
二
月
二
十
七
日
、
「
飯
室
中
将
有
可
示
事
、
出
延
源
君
車
宿
、
侃
向
相
逢
」
、
同
二
十
九
日
「
入
道
中
将
帰
山
云

々
」
と
み
え
る
。

　寛
弘
四
年
九
月
三
日
、
　
「
参
花
山
院
、
逢
入
道
中
将
」
。
　
「
入
道
中
将
」
の
表
記
は
、
源
成
信
を
さ
す
場
合
も
『
権
記
』
に
は
み
ら
れ

紛
わし
い
が
、
こ
の
場
合
、
花
山
院
で
逢
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
藤
原
成
房
と
み
る
の
が
至
当
で
あ
ろ
う
。

〔寛
弘
五
年
二
月
八
日
に
は
、
花
山
院
が
崩
御
遊
ぽ
さ
れ
、
同
年
七
月
十
七
日
に
は
、
成
房
の
父
義
懐
も
亮
逝
し
て
い
る
。
寛
弘
八
年

藤
原
成
房
考



藤

原
成
房
考

六月
二
十
二
日
に
は
、
一
条
天
皇
の
崩
御
も
あ
っ
た
。
　
『
今
鏡
』
苔
の
衣
は
、
　
「
ま
た
飯
室
の
入
道
中
納
言
の
御
子
、
成
房
の
中
将
の
君

　も
、
親
の
中
納
言
の
同
じ
深
き
谷
に
い
つ
つ
の
室
な
ら
べ
て
、
行
ひ
給
ひ
し
そ
か
し
。
」
と
記
し
て
い
る
。
〕

　寛
弘
八
年
（
一
〇
＝
）
九
月
十
日
、
　
「
去
夕
相
逢
入
道
中
将
、
詣
鴨
院
与
□
談
、
通
宵
至
暁
、
中
将
帰
去
、
予
亦
帰
宅
」
。
　
こ
の
記
事
が

『
権記
』
に
見
出
せ
る
行
成
と
成
房
の
最
後
の
資
料
か
と
思
わ
れ
る
。
時
に
成
房
三
十
歳
、
行
成
は
四
十
歳
で
あ
る
。
　
「
通
宵
至
暁
、
中

将帰
去
、
予
亦
帰
宅
」
の
記
述
に
、
右
と
左
に
別
れ
行
く
ふ
た
り
の
淋
し
い
姿
が
よ
み
と
れ
て
、
哀
れ
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
成房
の
没
年
は
不
詳
で
あ
る
。

注　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
（
1
）
　
「
遅
れ
じ
と
」
の
歌
を
録
す
る
も
の
に
、
『
後
拾
遺
集
』
巻
十
、
哀
傷
、
『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
十
四
の
第
四
十
話
、
『
世
継
物
語
』
、
『
十
訓
抄
』
　
　
　
2
6

　
　　
六
・
な
ど
が
あ
り
・
い
ず
れ
も
御
葬
送
の
地
を
紫
野
と
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　　
『
十
訓
抄
』
を
除
い
て
す
べ
て
が
閑
院
左
大
将
藤
原
朝
光
の
「
紫
の
雲
の
か
け
て
も
思
ひ
き
や
春
の
霞
に
な
し
て
見
ん
と
は
」
の
歌
と
並
ん

　
　　
で
、
行
成
の
歌
が
み
え
る
。
ま
た
、
　
『
今
昔
』
は
「
常
の
み
ゆ
き
に
急
ぎ
し
に
」
に
つ
く
り
、
『
世
継
』
は
末
句
を
「
た
び
ぞ
悲
し
き
」
に
つ
く

　
　　
っ
て
い
る
。
　
〔
松
村
博
司
著
『
栄
花
物
語
全
注
釈
』
一
の
撒
頁
に
わ
か
り
や
す
く
対
照
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
〕

　
（
2
）
　
諸
橋
轍
次
著
『
大
漢
和
辞
典
』
〔
名
乗
〕

　
　
　
「周
」
カ
ヌ
　
カ
ネ
　
チ
カ
　
ナ
リ
　
ノ
リ

　
　
　
「房
」
ノ
ブ
　
フ
サ

　
　
　
「信
」
ノ
ブ
　
ト
キ
　
サ
ネ
　
ト
シ
　
タ
ダ
　
ア
キ
　
コ
ト
　
サ
ダ
　
チ
ヵ
　
ミ
チ
　
ァ
キ
ラ
　
マ
コ
ト

　
成房
の
前
名
を
「
成
信
」
と
さ
れ
る
の
に
、
萩
谷
朴
氏
『
平
安
朝
歌
合
大
成
』
第
二
巻
、
九
九
、
　
（
正
暦
年
間
）
夏
、
花
山
法
皇
東
院
歌
合
の

解説
、
お
よ
び
、
今
井
源
衛
氏
『
花
山
院
の
生
涯
』
　
（
桜
楓
社
刊
）
第
四
章
退
位
時
代
川
頁
が
あ
る
。



（3
）
　
『
尊
卑
分
脈
』
醍
醐
源
氏

先
賜
源
姓
後
為
親
王

盛躍
藷
太
守
　
則
忠
　
　
道
成
寄
仙
・
柾
誓
〕

　
　
斯忠
王
　
　
　
　
　
　
備
後
因
幡
守

皇
聾
藷
樽
鑛
駄
夫
蔵
篇
麟
驕
秒
進
通
－
欺

　
　
　
母
右
大
弁
源
唱
女
　
　
　
　
　
　
母
菅
原
在
躬
女
　
　
　
　
　
母
長
門
守
仲
忠
女

　
　
　
或
藤
原
菅
根
朝
臣
女
　
　
　
　
　
寛
弘
元
六
三
卒

　
　
　
寛
和
二
五
八
爽

　
　
「

則
忠女
」
の
記
載
は
み
え
な
い
。

（4
）
　
『
百
錬
抄
』
長
保
二
年
十
二
月
十
九
日
条
、
　
「
少
将
成
房
於
飯
室
出
家
」
と
す
る
。

（5
）
　
関
口
力
氏
「
藤
原
成
房
・
源
成
信
の
出
家
を
め
ぐ
っ
て
」
　
（
『
古
代
文
化
』
第
3
5
巻
第
6
号
〔
昭
和
5
8
年
6
月
〕
）
。

（6
）
藤
原
成
房
の
法
名
は
「
素
覚
」
で
あ
ろ
う
。
寛
弘
五
年
二
月
八
日
、
花
山
院
が
崩
御
さ
れ
、
同
月
十
一
日
の
御
入
棺
に
際
し
て
の
『
権
記
』
記

　
　事
は
「
入
棺
事
入
道
中
納
言
尋
圓
延
圓
素
覚
奉
仕
」
と
あ
る
。
こ
の
記
述
か
ら
御
入
棺
は
藤
原
義
懐
と
出
家
し
た
そ
の
子
息
三
人
に
よ
っ
て
奉
仕

　
　し

た
と
み
る
の
が
、
御
在
世
時
の
経
緯
か
ら
し
て
も
最
も
妥
当
な
と
こ
ろ
と
み
ら
れ
る
。
「
素
口
」
は
「
素
覚
」
と
断
定
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
一

　
　
　な
お
、
『
平
安
遺
文
』
補
川
号
に
み
え
る
寛
弘
四
年
七
月
三
日
付
文
書
、
霊
山
院
釈
迦
堂
の
七
月
十
七
日
の
供
養
に
当
て
ら
れ
て
い
る
「
素
覚
」
　
　
　
ガ

　
　も
同
人
の
こ
と
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

（7
）
　
『
権
記
』
長
保
五
年
八
月
十
日
条
は
、
先
年
例
〔
長
保
元
・
4
・
1
〕
と
し
て
旬
儀
の
番
奏
に
つ
い
て
記
し
た
箇
所
で
、
当
時
成
房
が
「
左
近

　
　少
将
」
で
あ
っ
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
「
中
将
」
と
記
し
て
い
る
の
は
後
官
名
で
あ
り
、
　
「
飯
室
」
と
記
し
て
い
る
の
は
、
長
保
五
年
時

　
　
の
現
住
地
を
も
っ
て
記
載
し
た
も
の
で
あ
る
。

（8
）
　
『
公
任
集
』
雪
ふ
る
日
、
い
ひ
む
ろ
の
に
ふ
だ
う
の
中
将
に
　
…
…
き
み
が
す
み
か
を
も
お
ひ
や
る
か
な

　
　
　
　
　
　返
し
　
珊
君
の
み
ぞ
み
山
が
く
れ
に
ふ
る
雪
を
心
な
が
く
は
ま
つ
尋
ね
け
る

　
　

〔『
公任
集
』
か
ら
検
討
を
加
え
ら
れ
て
い
る
論
考
に
、
三
上
啓
子
氏
の
二
篇
が
あ
る
。

　　
二
人
の
「
入
道
中
将
」
成
信
・
成
房
－
公
任
集
の
基
礎
的
考
察
（
一
）
『
国
文
鶴
見
』
第
二
十
四
号
。

　
　
源
成信
・
藤
原
成
房
年
誕
T
公
任
集
の
基
礎
的
考
察
（
二
）
　
『
国
文
鶴
見
』
第
二
十
五
号
。
〕

藤

原

成
房
考


